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みらい平地区の小中学生の
　通学区域が変わります

平成30年４月１日から、みらい平地区にお住まいの小中学生の通
学区域が変更になります。この通学区域の変更に伴い、すでに

陽光台小学校に通学している児童生徒や、保護者の皆さんへの心理的
負担を考慮し、状況に応じて①～⑦のように対応します。

①平成 30 年４月１日に小学５年生・６年生
　になる児童は、継続して陽光台小学校に通
　学することができます。

②平成 30 年４月１日に中学２年生・３年生
　になる生徒は、継続して伊奈中学校または
　谷和原中学校に通学することができます。

③平成 30 年４月１日に中学１年生になる生
　徒の中学校は、伊奈中学校または谷和原中
　学校の選択制とします。

④紫峰ヶ丘１・４・５丁目にお住まいで、平
　成 30 年４月１日に小学５年生・６年生に
　なる児童は、富士見ヶ丘小学校を選択する
　ことができます。

⑤就学すべき学校と異なる学校に通学する兄
　姉がいる弟妹の就学すべき学校は、その兄
　姉と同じ学校に変更することができます。

⑥就学すべき学校と異なる小学校に通学し、
　陽光台小学校を卒業した生徒の中学校は伊
　奈中学校に、富士見ヶ丘小学校を卒業した
　生徒の中学校は谷和原中学校に変更するこ
　とができます。

⑦みらい平地区に隣接する地域にお住まい
　で、通学路が学区内の小学校より陽光台小
　学校または富士見ヶ丘小学校の方があきら
　かに近く、安全である児童の就学すべき学
　校は、陽光台小学校または富士見ヶ丘小学
　校に変更することができます。

就学すべき学校 児童生徒の住所地

陽光台小学校 　・陽光台１丁目・２丁目・３丁目・４丁目
　・紫峰ヶ丘１丁目・４丁目・５丁目

富士見ヶ丘小学校 　・紫峰ヶ丘２丁目・３丁目
　・富士見ヶ丘１丁目・２丁目・３丁目・４丁目

伊奈中学校 　・陽光台１丁目・２丁目・３丁目・４丁目
　・紫峰ヶ丘１丁目・４丁目・５丁目

谷和原中学校 　・紫峰ヶ丘２丁目・３丁目
　・富士見ヶ丘１丁目・２丁目・３丁目・４丁目

富士見ヶ丘小学校および富士見ヶ丘小学校および
谷和原中学校通学地域谷和原中学校通学地域

陽光台小学校および陽光台小学校および
伊奈中学校通学地域伊奈中学校通学地域

陽光台小学校陽光台小学校

富士見ヶ丘小学校富士見ヶ丘小学校

富士見ヶ丘 1丁目富士見ヶ丘 1丁目
富士見ヶ丘 4丁目富士見ヶ丘 4丁目

富士見ヶ丘 3丁目富士見ヶ丘 3丁目

富士見ヶ丘 2丁目富士見ヶ丘 2丁目

紫峰ヶ丘 2丁目紫峰ヶ丘 2丁目

紫峰ヶ丘 3丁目紫峰ヶ丘 3丁目

紫峰ヶ丘 1丁目紫峰ヶ丘 1丁目

陽光台 1丁目陽光台 1丁目
陽光台 4丁目陽光台 4丁目

陽光台 3丁目陽光台 3丁目

陽光台 2丁目陽光台 2丁目

紫峰ヶ丘 4丁目紫峰ヶ丘 4丁目

紫峰ヶ丘 5丁目紫峰ヶ丘 5丁目
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■みらい平地区の児童生徒通学区域図【平成 30年４月１日から】

■みらい平地区の児童生徒通学区域【平成 30年４月１日から】

富士見ヶ丘地区に新設する小
学校の名称は「富士見ヶ丘小
学校」に正式決定しました。

富士見ヶ丘小に決定

問


